
屋久島町公営塾コンサルティング委託業務募集要項 

 

１ 業務名称 

屋久島町公営塾コンサルティング委託業務 

 

２ 業務の概要と目的 

屋久島町唯一の高校である鹿児島県立屋久島高等学校（以下「屋久島高校」という。）

では、人口減少や新高校生の島外への進学等に伴い、平成31年度（令和元年度）の学級数

が通常３クラスから２クラスに減少し、教職員数も減少した。屋久島町人口ビジョンにお

いては、屋久島高等学校の入学者数を人口維持の指数にしていることからも、地域の活力

維持のため、早急な対策が必要である。 

このような状況に鑑み、公営の塾を設置することで、町内の中学校卒業者が屋久島高校

を選択しやすい環境を整えるとともに、屋久島高校の魅力向上を図り、町外にまでPRする

ことで、屋久島高校の生徒数の確保及び関係人口の増加を図ることを目的とする。 

公営塾の設置にあたっては、その費用対効果等を見極めた上で実施する必要があるため、

事前の調査が必要であることから、本コンサルティング業務により、住民のニーズ調査等

を委託するものである。 

 

３ 業務内容 

別紙「屋久島町公営塾コンサルティング業務仕様書」のとおり 

 

４ 契約期間 

契約締結日から令和２年７月31日まで 

 

５ 事業費 

１，３２０千円（消費税を含む）を上限とする。 

 

６ 選定方法 

公募型プロポーザル方式による。 

 

７ 参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当

しないこと。 

(2) 屋久島町物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審査要綱（平成１９年告示第１

４号）による指名停止を現に受けていないこと。 

(3) 屋久島町建設工事等暴力団等排除措置要綱（平成１９年告示第４３号）による入札

参加除外措置を現に受けていないこと。 



(4) 応募書類提出の際、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続

開始の申立てがなされている者または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の

決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこ

と。 

 

８ 申込方法およびスケジュール 

(1) 募集要項および提出書類様式の配付 

①配付期間：令和元年12月19日（木）～１月14日（火）まで 

（土日祝日を除く、午前８時30分～午後５時15分まで） 

※募集要項等については、屋久島町ホームページにも掲載している。 

(2) 参加申込書の提出（別紙様式１－１） 

本プロポーザルの参加にあたっては、下記提出期限までに、参加申込書を提出し、参

加の意思表示を行うこと。 

提出期限：令和元年１月14日（火）午後５時15分まで 

提出は下記事務局あて郵送または持参すること。郵送の場合は、提出期限までに事務

局に必着のこと。 

(3) 質問の受付および回答 

①受付期間 

令和元年１月14日（火）まで 

質問内容を簡潔にまとめ、電子メールにより送付すること。 

②回答 

質問に対する回答は、その都度当該質問者へ回答する。 

(4) 応募書類の提出 

① 提出書類 

ア 誓約書…１部（別紙様式１－２） 

イ 企画提案書（様式任意） ６部 

ウ 受託金額見積書（様式任意） ６部 

エ これまでの実績が分かる書類等（任意） ６部 

※受託金額見積書については、積算根拠、内訳が分かるように記載すること。なお、契

約候補者に選定された場合、当該見積額が、契約額を確約するものではないことに留

意すること。 

※「エ」については、これまでの実績が分かるパンフレットや説明資料等を提出するこ

と。 

※応募書類については、イからエを一式として各１部ずつクリップ留めして提出し、ス

テープラー等は使用しないこと。 

② 応募書類の提出期限 



令和元年１月14日（火）午後５時１５分まで 

※応募書類の提出は、下記事務局まで郵送または持参すること。 

郵送の場合は、上記提出期限までに事務局に必着のこと。 

(5) 提出書類様式の配付場所および提出先 

〒891－4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849-20 

屋久島町役場 政策推進課 企画調整係 担当：佐戸、岩川（卓） 

(6) 問い合わせ先および質問書のメールアドレス 

電 話：0997－43－5900（内線224） 

ＦＡＸ：0997－43－5905 

メール：kikaku@town.yakushima.kagoshima.jp 

 

９ 審査に関する事項 

(1) 審査方法および審査基準 

別紙「屋久島町公営塾コンサルティング委託業務審査要領」による。 

(2) 候補者選定審査 

応募者によるプレゼンテーションを実施する。 

① 開催日 

令和２年１月20日（月） 

② 開催場所 

屋久島町役場本庁 議会棟 やくしまホール 

（鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849-20） 

③ その他 

ア プレゼンテーションの実施時間および会場の詳細等は、応募書類の提出期限後

速やかに各応募者あて通知する。 

イ 応募者が多数の場合、事前に企画提案書の内容による書類審査を行い、プレゼ

ンテーション実施者を選定する場合がある。 

 (3) 審査結果 

① 審査結果は、審査終了後に応募者全員に書面で通知する。 

② 契約候補者および審査結果は本町のホームページで公表する。 

なお、審査結果の公表時には、契約候補者以外の応募者名は非公表とする。 

③ 審査結果に関する問い合わせおよび異議申立ては受付けない。 

(4) 業者決定および委託契約の締結 

令和２年１月下旬 

 

１０ 契約事項 

(1) 契約は、審査により選定された契約候補者と本町において協議を行ったうえで、地

方自治法施行令第167条の２第２項に定める随意契約によって、当該業務に係る委託契
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約を締結することを前提とする。 

(2) 失格その他の理由により契約候補者との契約が不可能となった場合は、候補者選定

審査において、次点となった者と協議を行う。 

 

１１ 失格要件 

(1) 応募書類に虚偽の記載をした場合 

(2) 参加申込書提出後、提出期限内に応募書類を提出しなかった場合 

(3) 募集要項における諸条件に違反した場合 

 

１２ その他 

(1) 応募費用、書類等に係る費用は全て応募者の負担とする。 

(2) 提出された書類は、返却しない。 

(3) 提出書類の著作権は申込者に帰属するが、選定結果の公表等に必要な場合には、本

町は、当該著作権を無償で使用できることとする。 

(4) 参加申込書提出後に辞退する場合は、事務局まで事前に連絡の上、辞退届（様式任

意）を提出すること。 


